
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2020年度 第 11号 ２ 月 1 日発行 

 

星和若葉台 

自治会だより第 11号 

周知のとおり、コロナ禍二度目の緊急事態宣言が発出されました。 

埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県は 2021年 1月 8日から 2月 7日

までの予定となっています。 

今後も予断が許されない状況が続き、不安を感じながら過ごされているこ

とと思います。地域の住民としては、各自ができることを行っていきましょう。 

鶴ヶ島市役所が、新型コロナ感染症について随時、情報発信しています。

市役所のホームページを参照し、行政の支援内容や有事の際の連絡先など

を知っておくのも役立ちます（右上の QRコードの自治会ホームページから

もアクセス可能）。 

自治会では目下、来期の事業計画の検討をしており、3月開催予定の総

会は密を避けるため、書面評決書の回収による議決を予定しています。詳細

については別途、回覧を通してご連絡するので、お待ちください。 

（↑鶴ヶ島市役所ホームページより） 


